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平成２８年度第２回松本市国民健康保険運営協議会  議事録  

 

○保険課課長補佐  

  開会の宣言  

○保険課課長補佐 

  それではただいまから議事に入ります。松本市国民健康保険運営協議会規則第４条第

２項に基づきまして、会長が議長を務めることとなっております。会長よろしくお願い

いたします。 

○会長  

それでは早速議事に入ります。ご報告申し上げますが、本日の会議でございますが、

委員総数が 21 名、出席委員が 19 名、委任状の提出をいただいている委員が２名でござ

いますが、会が成立しております。  

  前回ご確認をいただいているわけですが、今回は２回目の協議会となります。私ども

が市長からいただいた諮問について、今日は、お答えとなる結論を出したいと存じます。

前回に続いてご発言をいただいて、それを答申に盛り込んで反映させていただきたいと

思います。前回も全員発言でしたので、皆様にお願いしますが、ぜひご意見を承りたい

と思いますのでよろしくお願いします。  

  特に、まず、この際意見を申し述べたいという方がいらっしゃいましたらお手を挙げ

てご発言をお願いしますが、よろしいでしょうか。  

○Ａ委員  

  モデル世帯についてですが、私もこの中のいずれかに該当すると思うのですが、65 歳

以上単身とか、40 歳単身とか分けてありますけども、この世代のそれぞれこの中でも格

差があると思うのですが、基準にしたのはどの辺の方を中心に抽出して計算したのか教

えていただきたいのですが。幅があるとは思うのですが。  

○保険税担当課長  

  ４パターン、モデル世帯が４つございます。例えば改正案マル３のところをご覧いた

だきたいのですけれど、モデル世帯１、高齢者１人、７割軽減世帯のところをご覧くだ

さい。ページでいきますと 15 ページになります。これは 65 歳以上単身世帯、介護非該

当者１人という場合ですが、年齢を申し上げますと、上に小さい枠がありますが、年齢

は 68 歳、所得額で 33 万円、一番下の資産税額は特に考えないでいただいて結構なので

すが、いわゆる単身世帯で、国保に加入していらっしゃる世帯の中で最も多い世帯を選

んでございます。所得額がゼロから 33 万円、７割の軽減をされている世帯というとこ

ろです。これが１番です。  

○Ａ委員  
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  これは、65 歳以上の何パーセントにあたるとかは判るでしょうか。例えば 65 歳以上

でも夫婦とか年金暮らしの方も結構いらっしゃいますが。  

○保険税担当課長  

  これは、国保加入世帯の概ね 33 パーセントとなっています。それからマル２のモデ

ル世帯ですが、若い方お１人世帯です。40 代の単身世帯で２割の軽減があって、介護の

２号の支払いをしていただく方になるわけですが、いわゆるこれは所得が 100 万円未満

で、所得がない、あるいは所得がゼロに近い世帯に次いで多い世帯を選んでおります。

先ほど申し上げましたけれど、２割軽減の世帯です。これは大体所得が 34 万円から 81

万円を想定しているのですが、世帯的には全体の７パーセントほどとなっています。  

それからモデル世帯の３でありますが、60 代の世帯主の方に若い方１人という設定で

す。介護の２号の方が１人、介護に該当されない方が１人ということで、所得的には 145

万円くらいの方です。全体の世帯数に占める割合は大体 14 パーセントくらいです。軽

減が適用されない一番下の所得となっています。  

それから一番下のモデル世帯４というのが、若いご夫婦２人でお子さんも２人という

世帯で、介護２号該当者が１人であと介護該当者は非該当という世帯です。所得的には

226 万円くらいで、世帯割合とすれば３パーセントほどの世帯となっています。いわゆ

る子育て世代を想定していまして、軽減が適用されない一番下の所得を設定してござい

ます。  

  この４区分なのですが、年齢等所得等あとは軽減がかかるかかからないか、負担の仕

方が違うモデルを４パターン選んでいる、ということでございます。以上です。  

○会長  

ありがとうございました。Ａ委員さん、よろしいでしょうか。  

○Ａ委員  

  モデルケースというのは、大体の方の平均をとっていると思うのですが、今のお話し

では、あまりにも７パーセントとか 14 パーセントとか３パーセントとかごく僅かな人

がモデルケースになっているのが判らないです。できればモデルケースというのは大体

の方を目安として計るものだと思うのでそれを聞きたかったです。  

○保険税担当課長  

  一番狙ったところは、軽減が掛かるか掛からないかというところで、その境目のとこ

ろをモデルケースとしたかったところがひとつ、それから、なるべく多い区分をとりた

かったのですが、多くても割合は 10 パーセントくらいという区分が結構多いところで

した。先ほども申し上げましたが、軽減が掛かるか掛からないかというところが大きな

目安でありました。  

○会長  

  よろしいでしょうか。それでは、Ｂ委員さんのほうから順番にご意見をいただきたい

と思いますので、よろしくお願いします。  

○Ｂ委員  

  先日、市民タイムスにも今回の記事が載っておりまして、相当の負担を強いられてい

るということがございます。なかなか、ご本人負担が難しいという方々もいらっしゃる
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ようですので、なるべく負担の軽減ということを考えていかなくてはならないと思いま

すので、そういったことからいきますと、２案か３案といったところがよろしいのでは

ないかと私は思います。  

○会長  

  以上でよろしいですか。では続いて、Ｃ委員さんお願いします。  

○Ｃ委員  

  先週、今週と続けてこの国保のお話を伺いますと、非常に松本市が厳しい状況にある

ということが現実味を帯びて判ってきました。それで、今、Ｂ委員さんがおっしゃった

ように、２案、３案の税率で検討していただければどうかと思います。それからまた、

保険課の皆さんには、大変お忙しいところ大変だとは思いますが、国保の収納率は少し

ずつでも上がりますように、100 パーセントは非常に厳しいとは思いますが、国保に入

っている人の義務でもありますので、ぜひ努力していただきたいと思います。  

○会長  

  ありがとうございました。次にＤ委員さんお願いします。  

○Ｄ委員  

  このモデルケースのどこかには決まっていくことだと思いますが、本当にわからない、

知らないということが多くて、どのようにしていけば良いかということは判断がつかな

い状況です。皆さんの薦める案でよろしいかと思います。  

○会長  

  わかりました。では続いてＥ委員さんお願いします。  

○Ｅ委員  

  健康づくり推進員のＥです。健康づくり推進員としての役割から、健診率を上げるな

どということはずっと言ってきましたので、私は、年齢が高くなっても元気でいられる

という具体的な例をお話しさせていただければと思います。  

各町会では月１回ふれあい健康教室などを行っているわけですが、コーディネーター

さんや健康づくり推進員が、どうやっていけば皆さんが健康でいられるか日々考えてい

るわけですが、今年度、私の町会では折り紙をやろうと思っています。折り紙なの？と

言われるかもしれませんが、本当に奥が深いということをすごく思いまして、手先を使

ったり頭を使う、また出来上がった時の喜びなどによって脳が活性化することもあると

思いますし、また、材料費がかからない、１００均で買えば 180 枚もあるというような

便利さ、お家へ帰っても、また自分で折ったりすることができる、また、できたものを

お友達にあげるとか、この間、私もお見舞いに行ってちょっと置いてきたのですけれど

も喜んでいただいたり、そのように小さな事ですけど、一人ひとりがなんとか元気でい

られる、お医者さんに掛からないようにすること、そちらの方面から考えてきました。  

○会長  

  ありがとうございました。はい、Ａ委員。  

○Ａ委員  

  先日、帰って資料を読み返して考えていたのですが、16 年に値上げして、22 年、そ

して 28 年と次々に値上げをしてきて、こうしていくと今年はいいけれどまたすぐに赤
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字になって値上げになるのではないかと、これから働く人が少なくなって高齢者が多く

なり医者に掛かる人は増えて、足りなくなったらまた上げるという繰り返しになるので

はないかと思います。収納率も 90 パーセントなにがしで推移していますが、これをま

ず 100 パーセントに近づけるよう上げてもらうことで、毎年５億円も捨てているところ

が回収できるのではないかと思います。１円でも無駄の無いように市の人には頑張って

いただいて、３期たまれば 15 億にもなるわけですから、そこの努力をしていただかな

くてはいけないと思います。  

自分たちとしてはやはり、無駄に医者に掛からない、これが一番だと思います。ちょ

っと整骨院に行くとか、170 円と安いからといって週に３回も行けば年間にしてみると

30 万円くらいのお金がかかると思うのですね。自分は少ないと思っていても残りが国保

の負担になっている訳です。他の開業医に行けばまた来週でも来てくださいということ

になるし、掛かるほうも病院を選ばなければいけない、行かないようにしないといけな

いと思います。私はピンコロ地蔵じゃありませんけど、できれば健康なまま死にたいと

思いますし、お医者さんに殺してくれとはもちろん言えませんし出来ないでしょうが、

余分な延命措置も必要ないと思っています。  

ＮＨＫの受診料も払わないという不払い運動がありますが、少しの人が起こすことで

真面目に払っている人が馬鹿を見ることにもなるわけです。国民健康保険税も値上げし

ても払う人は払ってくれる訳ですし、100 パーセント払っていただきたいですし、だか

ら収納対策もしっかりしてほしいと思います。病院についても、掛かるほうもしっかり

努力しなくてはいけないと思います。よろしくお願いします。  

○会長  

  ありがとうございました。つづきましてＦ委員さんどうぞ。  

○Ｆ委員  

  前回の協議を聞きまして、私も２案か３案、所得割が少ない３案が良いと思います。

滞納も多いということですが、私が思うに若い方は、まだまだ保険ということにまだ若

いからと無関心で知識が不足している人がいるのではないかと思います。そのへんをも

う少し教育するような機会がどこかにあったらいいと思います。  

○会長  

  はい、ありがとうございました。啓発についてのご意見でした。つづいてＧ委員さん。 

○Ｇ委員  

  皆さんもおっしゃっていますが、３点ほど申し上げます。ひとつは、保険税の収納率

を１パーセントでも上げていただくということ。それから収入はともかく支出のほうの

見直しもしていただきたいと思います。どうしても保健事業等の支出のほうも見直しも

していただきたいと思います。そのうえで、この 28、29 年度の２年間の財政をもう一

度見直しをしていただいて、今現在 29 億という収支見込額になっていますが、計算し

ていただいて、加入者の皆さんの税率を低くできるようにしていただきたいと思います

ので、それをふまえて、私も２案か３案が妥当ではないかと思います。以上です。  

○会長  

  ありがとうございました。支出の見直しというご発言がありましたが具体的にはとう
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いうことでごさいましょうか。  

○Ｇ委員  

  やはり医療費もさることながら、病気の人に病院に行くなということは言えませんし、

啓発活動も重要かと思いますが、保健事業の補助について、例えば３千円というところ

を２千円に変えていくとかいうことが見直しをしなくてはいけないころではないかと思

います。  

○会長  

  ありがとうございました。それでは、Ｈ委員さん。  

○Ｈ委員  

  長野県機械金属健康保険組合のＨです。我々のようなこういう健保組合は国内に

3,400 あります。このような団体の会計は、いずれも入る方より出ていく方が多くてど

うしても保険料率を上げざるを得ない状況になってしまっています。したがって今回の

改定も松本市のみのことではないと思いますので今回やむを得ないと思っています。た

だ、皆さんの意見にもありますように、未納問題、これについては、100 パーセントに

なるくらいなんとかしていただきたいと思います。  

健保組合では、保険料は法人を相手にしていますので、倒産ということでもなければ

滞納になることはそうそうありません。個人の任意継続の場合は、保険料を納めなけれ

ば即資格停止ということになりますので、国保についても納めない方は保険を使えない

ということができるかどうかです。国保は最終的な受け皿ですから難しいかもしれませ

んが、お金があるのに納めない方は保険証を取り上げるとかしたほうがいいと思います。

これからは、マイナンバー制度がスタートしましたので、所得の把握は可能になりまし

たし、銀行預金も把握できるようになってくるようですので、払えるのに払わない人に

は保険証を交付しないということも必要になってくると思います。  

それから、10 ページでございますが、ここに保険税率の課税限度額というのがありま

すが、大体合計で 80 万円くらいが課税の限度額になっています。お金持ちの人には今

回の税率アップは関係がない、税率のアップは痛くもかゆくもない訳ですから、そうい

う方にも税率のアップを求めるような税金の体系にしていかなければならないと思って

います。ただ、これは国民健康保険法で決められていますから、松本市独自でなんとか

するという訳にはいきませんが。会社に勤めている方は、年収 2,000 万円が限度となっ

ていて、保険料率 10 パーセントとすると 200 万円、そのうち会社が半分負担しますか

ら自己負担は 100 万円です。でも、国保の方は、同じく年収 2,000 万円あったとして、

税率が上がっても課税限度額がありますからおよそ 80 万円で済むわけです。お金持ち

からも増やして取るというようなことも今後改善していくことが必要ではないかと思い

ます。  

それから収入を増やすには所得を増やさなくてはいけません。松本には自営業者の

方々で松本城や山がありまして観光に携わっている方が多いですので、そういう方たち

が今以上に所得増につながる方策をとっていただければと思います。  

○会長  

  ありがとうございました。それでは、向かい側に移らせていただきます。Ｉ委員お願
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いします。  

○Ｉ委員  

  今まで色々な意見が出ていまして、値上げをすることもやむを得ないと思います。ま

た、特例繰入れをすることも慎重に考えなくてはならないと思いますので一概には言え

ませんが、いずれにしても負担を低く抑えることが重要だと思います。  

それとは別に大事なことは、予防措置ということです。疾病が起こった後はすごくお

金がかかりますが、健診などをきっちりと行えば小さな病気のままで治るということに

なります。特に歯科などは予防でかなり抑えられるはずです。  

収納率に関しては努力されていると思いますが、100 パーセントに近づけるよう一層

のご努力をお願いしたいと思います。  

○会長  

  ありがとうございました。医療関係のお三方が並んでいらっしゃいます。Ｉ委員さん

に続いて、Ｊ委員さん、Ｋ委員さんと順番にお願いします。  

○Ｊ委員  

  厚労省でも今回色々と医療費の削減や病院の再編問題とか色々起きております。医療

費の点数改正があったりして、病院の方でもこれをやったらかなり収入的に厳しいとい

う内容ですが、病院としても経営をしていかなくてはならないということと、患者さん

のこともあって苦慮しています。医療現場でもなるべく医療費がかからないようにと努

力していますが、病院の高度医療、最先端の医療には、どうしてもお金がかかってしま

います。  

医科でも歯科でも先ほどＩ先生がおっしゃったように、小さいうちに予防処置をする

こと、重篤になる前に、死を招くような事態を迎える前に、予防・手当をすることが大

事だと医師会でも考えています。このまま行きますと、いくらお金があっても足りない

という現状だと思いますので、皆さんとともに、健康を保つために何をすればいいかと

いうと、予防だと思いますのでよろしくお願いします。いずれにしましても、私も皆さ

んの負担が少ない案が良いと思います。  

○会長  

  ありがとうございました。それではＫ委員。  

○Ｋ委員  

  医師会のＫでございます。先ほどから出ていますが、医者に掛からないようにといっ

ていますが、これは間違いでありまして、要するに病気というのは早いうちに見つけて

手当てしていくのが基本です。診療報酬のレセプトの件数や金額も開業医では１人あた

りの単価が減少していますが、大きな病院では増えています。いかに重症化した患者さ

んが増えているかということで、病院で色々な検査をして高度な治療をしないようにす

るかということが医療費の削減につながっていく訳です。  

そこで一番重要なことは、先程来、Ｊ先生もおっしゃっていましたが、予防をするこ

とです。健診のお金を減らすという意見も出ていましたが、お金がかかるのはガンです

が、ガン健診をしていくことが大切です。すぐに効果は表れてきませんで、地道に努力

しないと結果が出てきませんが、地道にやっていくことで医療費の削減につながってい
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くということだと思います。これに関しては、市の方でも積極的にお金を出していくこ

とだと思います。  

また今回の改定ですが、松本市の場合は保険税でして、長野市の保険料とは違って厳

しく取り立てもできる訳です。ただ、個人が払う保険料は、国保は社保の培以上です。

税以外にも家計は苦しい状況の中で収入の２割以上を保険などに払ってしまう方もいる

と思います。これで値上げするというとなかなか理解が得られないと思います。あと２

年で県域化に移管する訳ですから、２年間ということで松本市の手から離れるわけです

から加入者に一番負担の少ない３案を支持したいと思います。  

○会長  

  ありがとうございました。ではＬ委員さんお願いします。  

○Ｌ委員  

  応能、応益割合が６０対４０で今後も続けていくと資料に書かれております。このま

ま行きますと、第３案ですが、一般会計繰入金と簡単にいいますが市の大切な税金を使

わせてもらう訳でありますから、歳入不足は、全額を私は保険税で賄うべきだと思いま

す。  

税額が上がると大変だと言います。特に国保は会社をリタイヤされた方や自営の方が

多いものですから、これが上がると大変です。でも大変だと言いながら、結構皆さんは

２つ３つ４つお医者さんに掛かっている人がいる訳です。私の知っている人は困ってい

ても払っていると言っています。生活にゆとりがあるのに払っていない人がいるとこの

前の会議で聞きまして、一握りだとは思うのですが、何度も督促しているのでしょうか。

払っていない人には督促は１回だけなのでしょうか。払えるのに払わない人もいるかと

思います。できれば督促を何回もして、できるだけ保険税で歳入不足を埋めてほしいと

思います。個人的には３案が良いと思います。  

○会長  

  ありがとうございました。では最後になりましたＭ委員さん。  

○Ｍ委員  

  社会福祉協議会のＭです。松本市の国保財政については、前回の会議でそれぞれ内容

について細かく説明をしていただきました。引き続き、被保険者数の減少、高齢化、医

療給付費の増加等々様々な理由で大幅な赤字であり、国保事業は危機的状況にあると思

います。国保事業につきましては、国民皆保険制度の最後の砦というような位置づけに

されているかと思いますが、まさに必要不可欠な事業だと考えます。この事業を持続可

能に維持するために市としても不断の努力をして来ているということに一定の評価をし

たいと思っています。しかしながら、結果的に赤字財政に転落していることは事実であ

りますので、収納対策を含めて市の取組み不足があったといっても過言ではないのかな

と思います。国保会計を管理するという市の立場として、その責任を真摯に受け止め、

今後の収納対策等の更なる強化をして国保の健全財政に努めて行かねばならないと思い

ます。  

そこで国保事業の継続的、安定的に運営していかなくてはならない訳ですから、収納

率の向上、収納対策の強化ですが、収納率 100 パーセントとなったとしても、繰入金を
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充てなくては赤字という制度上の問題もあろうかと思います。それに加えて医療給付費

の増加等の現状をみますと、やはり国保加入者、被保険者の方々に税率改定という応分

の負担を求めざるを得ない状況ではないかと思います。しかしながら、今回の収支不足

を全額被保険者の負担増で賄うことにつきましては、先ほど来お話しがありますが、急

激な負担増を招く、特に低所得者層の多い国保会計につきましては、重大な支障が生じ

るおそれもあるのではないかと思います。そこで、急激な負担増を回避するためには、

一般会計からの特例繰入れを行わざるを得ないだろうと思います。国保会計についても、

保険税等の収入等で賄うのが原則となっています。そういう中で、一般会計から特例と

は言え繰入れをすることは、他の保険に加入されている皆さんにしてみれば、自分たち

は自分の保険料を負担しているのに、どうして他人の国保税まで我々の税金で負担する

のはおかしいのではないか、というご意見もあるかと思います。しかしながら、国保事

業は多くの市民が高齢者になって、やがては加入する制度であり、その安定運営のため

には必要不可欠なことだとご理解いただかなくてはなりません。私もやがて勤めを辞め

たなら国保に加入するようになるかと思います。したがって、国保の精神を考えると、

国保以外の方にも一定の負担をしていただくこともやむなしと考えます。それらの点か

らしますと市が提案した３案、そのうちどれかを選択するというと、出来る限り激変緩

和を図る観点から第３案が一番望ましい、ベストではないがベターではないかなと思い

ます。  

ただし、この協議会で答申があったからといって、安易に税率改定して良いというこ

とではなくて、市としても今回の収支不足に陥った原因というものをしっかりと検証し

ていただき、赤字経営になったことを反省するなかで、収支不足に至った経過、これに

つきましては、被保険者に説明したうえで税率改定をするということに理解をしていた

だくことに努めていただきたい。更には一般会計からの特例的な繰入れについても、他

の保険加入者、市民の皆さんにもしっかり説明して理解していただきたいということは

要望しておきたいと思います。  

前回の協議会、そして今回と、それぞれこれまでの皆さんの意見の中でもありました

が、収納対策や、医療費の適正化を図るための保険事業につきましてより一層の強化を

図っていただきたい、そしてその成果、結果をそれぞれ見える形で出していただきたい

と思います。その状況等につきましても私ども国保運営協議会の委員としても、ここで

税率改定の答申をするということになれば、やはりその結果的なものについて一定の報

告をしていただかなければならないことを、会長さんの方で条件を付けていただければ

どうかとご判断いただきたいと思います。  

最後に、今回２回の会議で諮問、答申という形をとっている訳ですけれど、国保会計

の難しさ等について私自身まだ勉強不足で、どうして赤字になるのか、収納対策どうな

るのか、この制度はどうなっているのか、他市ではどうしてこんなに低くできるのかと

いうようなことを、考える時間が無かったということになろうかと思いますが、やはり

もう少し視点を変えて考察できるような時間が必要だったのではないかと思います。今

回のような赤字になるということは、既に昨年の後半には想定されていたはずだと思い

ますので、もう少し早く諮問をしていただいて、半年ぐらいかけて皆で意見を出し合っ



9 

 

て、もう少し検討ができる時間があったらよかったのではないかという気がしておりま

す。  

30 年からは県へ移管ということになる訳ですけれど、納付金等の負担割合についても

また問題も出てこようかと思います。そういうことに対してこの協議会で話す場がある

のかわかりませんけれど、早目の対応ということでご対応いただければと思います。  

○会長  

ありがとうございました。各委員さんから貴重なご意見を頂戴しました。それでは、

前回、今日といただいたご意見を集約させていただいて、それをまとめて答申案として

明日、市長に答申することとなっています。最後に会長代行にご意見をいただいて、そ

の後少し休憩をいただきまして、私、会長代行、事務局の保険課長を交えて答申案を皆

様にお諮りすべく協議したいと思いますのでよろしくお願いします。それでは、会長代

行お願いします。  

○会長代行  

  私の方でもいろいろ考えまして、３つの視点で、改善といいますか保険税を上げるに

しても検討が必要だったことがあるかと感じています。  

皆さんもお話しされていましたが、１番目は歳入についてです。歳入については、保

険税の安定的な確保をどうするかということを考えなくてはいけないということで、収

納率の改善ということが挙げられます。これに関しては、30 年には県に移管するとして

もおそらく保険税・保険料の賦課業務は松本市に残ると思うのですね。ですから、実際

に収納率を上げていかないと、結果として松本市の負担になっていく可能性があるので

はないかという気がしています。これは先の話なのでまだ判らないことですけれども。

収納率を上げていかなければ、これは県に移管したとしても改善していかないのではな

いかと思います。  

それから滞納者についての指導、これも税の安定的な確保になるかと思いますが、減

額相談等の実施について、実施しているとは思うのですけれども、そちらに関してもう

少し手厚く対応していく必要があるのかなと思います。あるいは、うっかり滞納をして

しまったり、うっかり手続きをしていなかったりという方もおそらくいらっしゃると思

いますので、そういったところも対応をなさっていますけれども、一層手当てをしてい

く必要があると思います。もちろん、悪質な、と言いますかそのような人への対応も必

要だと思います。  

それから、委員さんからも出ていましたが、一般会計からの繰入れ、法定外繰入れ、

特例繰入れという考えでよろしいかと思いますが、これまでも一時的な法定外繰入れを

実施してきている状況だと思います。財政が苦しくなったり赤字になったりした時に、

保険税率のアップと法定外繰入れを行っている状況だと思います。現在の松本市の状況

で、制度設計の上で考えていかなければいけないのですが、国保加入者の減少や、国保

加入世帯収入の減少などによって、平成 30 年度までに県に移管すると言っても今回の

改正でいいのか、つまり２案にしても３案にしても一時的な法定外繰入れという型で考

えているのか、あるいは、もう少しこの松本市全体の状況を見たうえで恒常的な繰入れ

といいますか、特例繰入れとして考えていくべきものなのか、２年間に関してですね、
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そこをある程度考えていかなければいけない、市の経営状況から、経済状況から考えて

いかなければいけないものだというふうに思います。計画的にも一時的にも繰入れをし

ているほかの自治体もあるかと思いますし、２案、３案にしてもそのへんのところはし

っかり説明をして行かなければいけないと思います。  

  それから２番目として歳出ですが、こちらも様々な意見がありまして多くの委員さん

が健診等の受診や予防事業、重症化の減少のお話をされていますし、複数の医療機関の

受診に対する指導についてもお話をいただいております。これに関して、特に複数の医

療機関を受診していることが悪いことだ、改善しなければいけないんだということで指

導を行ってしまうと、なかなかそれは健康のためにいいのか悪いのか、先程Ｋ委員がお

っしゃっていた、健康のために正しい医療の掛かり方というのがおそらくあるかと思い

ますので、そうした意味では本人の健康のためにどういう形がいいのか、不安があるか

らたくさんお医者さんに掛かっているかもしれませんし、そういったところをフォロー

していく必要があると思います。  

  ジェネリック薬品への切替えは既に実施されているとのことですので継続的な取り組

みをお願いしたいと思います。  

それから最後に、これは市全体の取組みとして、保険税だけのお話ではなくて他の税

に関しましてもおそらく未収、未納の問題は起こっているのだと思います。国保税だけ

のことではなくて、庁内でチームを組んで一体的な取り組みとして市民に見える形で市

民に対して未収、未納の対策を実施していただきたいと思います。会計区分が一般会計

とか特別会計とか違いますので、そういった部分での対応は分かれると思いますが、市

全体としての対応が必要だと思います。  

それから、市全体の取組みのもう一点として、生活困窮者自立支援制度が実施されて

いますので、こうした生活困窮者との相談等と併せて、未収、未納の相談や減額相談へ

の引継ぎ、連携をしていければと思います。つまり相談しやすい環境を整備することで、

多額な未納になる前に対応することが出来ると思います。  

最後にＦ委員さんもおっしゃっていましたが、教育という面で考えていきますと、広

報、啓発と言ったことですけれども、税金を払う払わない、国保税を払う払わないとか、

年金もそうですが、どうせ病院に掛からないからといって国保税を払わないとか、年金

も将来がわからないから払わないとかですね、そうした方もいらっしゃると思うのです

が、結果的に他の税で賄われている訳ですね。それは払わなかったとしても他の税金で

その部分の一部を負担している状況であれば、一部の税金を払わないだけで社会サービ

スを受けられない、社会保障を受けられない状況になるということは、しっかりと社会

保障サービスその他に対する広報といいますか教育といったものも重要になるかと思い

ます。  

○会長  

  ありがとうございました。それでは、恐縮でありますが休憩を取らせていただきます。

皆様にはぜひお帰りにならないで、答申案が出来るまでお待ちをいただきたいと、よく

よくお願いいたします。  
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  ―――答申案作成のため休憩―――  

 

○会長  

  お待たせしました。なお、今まで市、市民あげて努力をしてまいりました、低所得者

の方の皆様に出来るだけご負担を軽くということを答申に強調したいということを込め、

答申案を読ませていただきます。  

  －会長、答申案、朗読－  

  以上であります。  

  なお、施策についての補足等がありましたら健康福祉部長さんからご発言をお願いし

ます。  

○健康福祉部長  

  先程まで審議のほどありがとうございました。先ほどいただいたご意見の中で、今現

在、市が取り組んでいることにつきまして少しでもご報告させていただきたいと思いま

すので、各担当課長より現状のご報告をさせていただきます。  

○保険税担当課長  

  －収納対策、収納強化の状況について－  

○保険課長  

  ―協議会への諮問時期と県域化の見通しについて―  

○健康づくり課長  

  －保健事業の取り組みについて－  

○健康福祉部長  

  ―生活困窮者の相談窓口について―  

○会長  

  大変長時間、委員の皆さんには熱心にご協議をいただいてありがとうございました。

それでは、さきほどの答申につきましてよろしいでしょうか。  

○委員全員  

  異議なし  

○会長  

それでは、当国保運営協議会としまして、先ほど私からお諮りした答申を明日、菅谷

市長さんの方にお渡しをしたいと思います。お渡しする際、苦渋の選択という言葉があ

りますが、これはとにかく苦渋の答申であります。この国保の危機的な状況を打開する

ためには、本当にやむを得ない税率の改定であり、なお、その改定については、いわゆ

る弱者にその救済を第一に願いたいという皆様のご要望を込めたつもりでありますので、

その旨を、答申を手渡す際に市長さんにお伝えしたいと思います。  

２日間に渡り大変ご熱心な協議をいただいてありがとうございました。それでは会を

閉じたいと思いますが、最後に健康福祉部長さん、何かコメントございましたらお願い

します。  

○健康福祉部長  

  ２日間わたりまして松本市の国民健康保険税についてご協議をいただきまして本当に
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ありがとうございました。明日正式に会長から市長の方に答申をご提出いただくことに

なりますけれども、いただいたご意見をしっかり踏まえまして、これから市議会とも相

談をさせていただいて市の対応を決めて、国保財政がなんとか安定運営になるよう努め

てまいりたいと思いますので、今後ともご指導をいただきますようよろしくお願いいた

します。２日間ありがとうございました。  


